
南知多町教育委員会（令和５年１０月定例会）会議録 

 

開閉会の日時 

 

令和５年１０月２５日（水） 午後 １時４０分 開会 

              午後 ２時３３分 閉会 

開 催 場 所  南知多町役場 第三会議室 

出席した構成員 
高橋篤教育長、山下陽教育長職務代理者、吉原知味委員、 

内田美里委員、折戸良直委員、鈴木理委員 

説明のため出席 

した職員 

 鈴木淳二教育部長、鈴木和芳学校教育課長、森 崇史社会教育課長    

宮地利佳学校給食センター所長、平木克昌指導主事 

議 事 日 程  別紙のとおり 

会 議 の 経 過 別紙のとおり 

傍  聴  人 １人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙     令和５年１０月 定例教育委員会 会議日程 

                   日 時  令和５年１０月２５日(水)  

                 午後１時４０分 

                    場 所  南知多町役場 第三会議室 

 

日程１ 会議録の承認 

 

 

日程２ 教育長報告 

  

                               

日程３ 議案第３２号 令和６年度教職員定期人事異動方針について 

 

 

日程４ 協議・報告事項その他自由討議 

(1) 南知多町立南知多中学校 校歌の制定について 

 

(2) 旧豊浜中・旧師崎中備品引き取り会について 

  

(3) 後援申込みについて  

 

(4) 学校教育課関係の行事予定等について 

  

(5) 社会教育課関係の行事予定等について 

 

(6) 学校給食センター関係の事業等について 

 

(7) その他 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回定例会予定 11月 21日（火）午後 1時 40分～ 南知多町役場３階 委員会室 



発 言 者 発   言   内   容 
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高橋教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高橋教育長 

 

 

 

 

高橋教育長 

 

 

高橋教育長 

 

 

 

 

高橋教育長 

 

 

 

 

高橋教育長 

 

 

 

それでは、ただ今より、１０月定例教育委員会を開会いたします。 

本日の出席は私と教育委員５名であり、会議は成立いたします。 

会期は規則の定めるところにより、本日１日限りといたします。 

 

それでは、「日程１ 会議録の承認」に入ります。これについては、

先程、開会前に教育委員方々に確認していだたき、ご署名をいただき

ましたので終了しています。 

 

次に、「日程２ 教育長報告」につきまして、私から報告させていた

だきます。 

 

（９月の定例教育委員会以降出席した知多地方教育事務協議会及び

研修会、５町教育長会議、小学校体育大会、町校長会議、学校訪問を

始め出席した主な会議等の状況を報告説明した。） 

 

私からの報告は以上であります。 

ご質問等がありましたら、お受けします。 

 

 （質問、意見なし）  

 

次に、「日程３ 議案第３２号 令和６年度教職員定期人事異動方針

について」に入ります。私より説明させていただきます。 

 

（令和６年度教職員定期人事異動方針について説明し、基本的には

令和５年度と同じ基準である旨説明した。併せて、県費負担市町立学

校事務職員及び学校栄養職員の人事異動方針については、愛知県教育

委員会の方針に準ずる旨説明した。） 

 

私からの説明は、以上であります。これより審議に入ります。 

ご意見、ご質問等がありましたらお願いします。 

 

（質問、意見なし） 

 

ご質問等もないようですので、これより採決に入ります。 

「議案第３２号 令和６年度教職員定期人事異動方針について」、原

案どおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 
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高橋教育長 

 

 

高橋教育長 

 

 

 

事務局 

（鈴木学校教育課

長） 

 

 

 

高橋教育長 

 

内田委員 

 

 

事務局 

（鈴木学校教育課

長） 

 

吉原委員 

 

 

高橋教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（挙手全員） 

 

挙手全員でありますので、議案第３２号につきましては、原案どお

り可決されました。 

 

次に、「日程４ 協議・報告事項その他自由討議」に入ります。 

(1) 南知多町立南知多中学校 校歌の制定について」事務局の説明を

お願いします。 

 

(１０月上旬に南知多中学校校歌が完成したと作成者の松田氏から

報告があった。１０月１３日に南知多中学校にて内容を確認。今後の

予定は、１０月２２日の南中祭にて松田氏が校歌を披露。その後３月

の卒業式を目指して、生徒が練習を始めることを報告した。 

また、新しい校歌の音源を委員のみなさんに聞いていただいた。) 

 

新しい校歌を聞いていただきまして、感想はいかがでしょうか。 

 

譜面を見させていただいて、同じ旋律だったので、ハモらないかな

と思ったら、ハモるパートがありますね。 

 

はい。譜面についてもそうですし、音源も合唱の曲、ソロで歌う曲

などいろんなバージョンの曲をつくっていただきました。 

今回は、合唱の曲をみなさんに聞いていただきました。 

 

校歌を聞いた印象は、素直にいいなと思いました。私たちが歌って

きた校歌のイメージではなく、今どきの感じがしていいなと思います。 

 

１０月２２日の南中祭にて校歌の発表がありましたが、子どもたち

の声も会場で聞こえてきました。特に三年生からは、早く練習して卒

業式までに歌いたいと言っていました。また、保護者からも高評価を

いただきました。 

先程の説明の補足ですが、作詞については、篠島の子どもたちも含

めて町内の中学生からフレーズを募集して、松田さんが仕上げていた

だきました。松田さんの了承を得まして、松田さんと連名で町内中学

生も作詞者に入れていただく予定です。 

また、この校歌は、１番、２番はない曲の構成となっています。 
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高橋教育長 

 

 

事務局 

（鈴木学校教育課

長） 

 

 

 

 

高橋教育長 

 

 

 

 

高橋教育長 

 

 

事務局 

（鈴木学校教育課

長） 

事務局 

（森社会教育課長） 

 

 

高橋教育長 

 

 

 

 

高橋教育長 

 

 

 

 

 

 

他にご質問等もないようですので、次に、「(2) 旧豊浜中・旧師崎中

学校備品引取り会について」、事務局の説明をお願いします。 

 

（資料に基づいて説明。旧豊浜中学校については、１１月２３日祝日

木曜日は、豊浜地区住民を対象に、旧豊浜中学校の備品等を無償でお

譲りする会について説明。同様に１１月２５日土曜日は、全町民を対

象に実施することを説明。同様に旧師崎中学校については、１２月２

日土曜日は、師崎地区住民を対象に、１２月９日土曜日は、全町民を

対象に実施することを説明。） 

 

事務局の説明が終わりました。 

ご質問等がありましたらお願いします。 

 

（質問、意見なし。） 

 

ご質問等もないようですので、次に、「(3) 後援申込みについて」、

事務局の説明をお願いします。 

 

（南知多町教育委員会教育長に対する事務委任規則により、教育長に

委任されている後援申込みに係る事務処理状況について、申込みのあ

った４件の事業概要等を報告した。） 

 

 

 

 

事務局の説明が終わりました。 

ご質問等がありましたらお願いします。 

 

（質問、意見なし） 

 

他にご質問等もないようですので、次に、 

「(4) 学校教育課関係の行事予定等について」、 

「(5) 社会教育課関係の行事予定等について」、 

「(6) 学校給食センター関係の事業等について」、 

順次、事務局の説明をお願いします。 
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事務局 

（鈴木学校教育課

長） 

 

事務局 

（森社会教育課長） 

 

事務局 

（宮地給食センター

長） 

 

高橋教育長 

 

 

 

 

 

高橋教育長 

 

 

事務局 

（鈴木学校教育課

長） 

 

高橋教育長 

 

 

 

高橋教育長 

 

 

 

 

（学校教育課関係の 10月、11月の行事予定について、説明した。） 

 

 

 

（社会教育課関係の 10月、11月の行事予定について、説明した。） 

 

 

（11月分の給食献立表について、説明した。） 

 

 

 

事務局の説明が終わりました。 

ご質問等がありましたらお願いします。 

 

（質問、意見なし） 

 

 

ご質問等もないようですので、（7）のその他に入ります。 

事務局の方で何かありますか。 

 

（次回、１１月定例教育委員会の開始時刻を午後１時４０分から午

後３時４０分に変更する案を委員のみなさんに了承を得た。） 

 

 

ご質問、ご意見等がありましたらお願いします。 

 

 （質問、意見なし） 

 

ご質問等もないようですので、以上で本日の予定はすべて終了いた

しました。 

これをもちまして定例教育委員会を閉会いたします。 

どうもありがとうございました。 

 

 


